
 

（関連分野） 

環境・低炭素 

（事業の名称） 

 漂流・漂着ゴミ地域対策支援事業 

（関係省庁名） 

事業の概要 

 （事業内容） 

１．漂流・漂着ゴミ調査支援事業 

  都道府県が、民間企業、シルバー人材センター等への委託による海岸清掃を実施し、

漂流・漂着ゴミの実態把握、発生源の推定、地域の実情に応じた回収・処理方法の検討

等を行う。（100％支援） 

 

２．漂流・漂着ゴミ処理支援事業 

  上記調査、管理者、ボランティア等による清掃実施により、回収した漂流・漂着ゴミ

を市町村が処理する場合、その処理費用を支援する。（100％支援） 

（事業展開に必要となる事項・規制緩和など） 

 特になし 

（期待される効果） 

定性的効果： 

 漂流・漂着ゴミの発生源や回収・処理方法等の知見を蓄積し、地域の関係者の相互協

力が可能な体制作りが促進される。加えて、海岸の優れた自然の風景地を復元すると

ともに、環境の保全を通じた地域の観光産業等の活性化が期待される。 

（先行事例） 

 財団法人かながわ海岸美化財団 

 クリーン・ビーチいしかわ 

（期間後の取扱い） 

 平成２４年度以降は、漂流・漂着ゴミ調査支援事業及び処理支援事業により得られた成

果を活かして、地域の関係者の相互協力の下での海岸清掃を含む漂流・漂着ゴミ対策を進

める。 

（関係省庁担当者連絡先） 

環境省地球環境局環境保全対策課  

  電話番号：03-5521-8246 / ファックス：03-3581-3348 

 環境省大臣官房廃棄物･リサイクル対策部廃棄物対策課  

電話番号：03-5521-8337 / ファックス：03-3593-8263 

 


